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○議長（茅沼隆文） 

 それでは、日程第２ 認定第２号 決算認定について（国民健康保険特別会計）

の細部説明を担当課長に求めます。 

 保険健康課長。 

○保険健康課長（亀井知之） 

 それでは、読みあげます。 

 認定第２号 決算認定について。地方自治法第２３３条第３項の規定により、平

成２８年度開成町国民健康保険特別会計歳入歳出決算は別冊のとおりにつき、監査

員の意見をつけて、認定を求めます。 

 平成２９年９月５日提出、開成町長、府川裕一。 

 続いて、決算書の１６７ページをご覧いただきたいと思います。決算書１６７ペ

ージでございます。 

 国民健康保険特別会計歳入歳出決算総額。 

 歳入、歳入予算現額、１９億６，３３０万６，０００円。 

 歳入決算額、２０億１，９２０万１，３５８円。 

 歳出、歳出予算現額、１９億６，３３０万６，０００円。 

 歳出決算額、１８億８，３１０万５，４３１円。 

 歳入歳出差引額１億３，６０９万５，９２７円、うち基金繰入額０円。  

 平成２９年９月５日提出、神奈川県足柄上郡開成町長、府川裕一。 

 それでは、次のページをお開きください。歳入でございます。１款の国民健康保

険税から１１款の諸収入まで、続いて、１７２ページをご覧いただいて、歳出でご

ざいますが、１款の総務費から１７４ページの１１款予備費まででございます。右

下の歳入歳出差引残額１億３，６０９万５，９２７円になります。 

 それでは、決算書の附属資料３４４ページ、３４５ページをご覧いただきたいと

思います。３４４ページでございます。まず、歳入でございます。平成２８年度の

歳入決算額合計は、２０億１，９２０万１，０００円でございます。 

 平成２７年度は、１９億２，０２６万円ですので、９，８９４万１，０００円、

５.２％の増となっております。 

 １の国民健康保険税は、３億８，１３０万２，０００円で、前年度より９６８万

６，０００円、２．６％増加しております。被保険者数は減少しておりますけれど

も、課税総額を見ますと、資産割は若干減少しているものの、所得割、均等割、平

等割が増加していることから、全体としては増加となっております。 

 調定額で見ますと、昨年度比、２.６％の増となっています。被保険者数でござい

ますが、平成２８年度末３，５７０人、昨年度末より２５９人の減、年度平均で見

ましても、平成２８年度は３，７２５人、前年度より１４５人の減となっておりま

す。 

 歳入で大きく伸びていますのは、国保連が行う高額医療費共同事業と保険財政共

同安定化事業により交付される７の共同事業交付金で、前年度比１億５４２万２，



－２－ 

０００円、３４.５％の増となっております。これは保険財政共同安定化事業交付金

が、これまで３０万円を超える融資が対象となっていたものが、平成２７年度より

全ての医療費が対象となったことに加えまして、高額医療費が伸びていることなど

によるものと考えられます。 

 また、５の前期高齢者交付金でございますが、これは前期高齢者数の保険者間の

偏在を調整するために、社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございま

すが、被保険者の減などにより、昨年度より５，５００万円あまり１１.１％を減少

しております。 

 次に歳出ですが、平成２８年度の歳出決算額合計は、１８億８，３１０万６，０

００円で、前年度比１億２，１１０万２，０００円、６．９％増加しております。 

 被保険者数については減少しておりますけれども、２の保険給付費の増加が著し

く、平成２８年度は前年度比１億２，５８７万１，０００円の増、１１.８％の増と

なっております。これは一般被保険者の療養給付費や高額療養費が伸びていること

によるものでございますが、特に高額療養費の伸びが大きく、前年度比プラス３５.

３％となっております。 

 また、保険者として拠出しなければならない、７の共同事業拠出金が、前年度比

で９２０万５，０００円の増、２.７％の増となっております。 

 では、歳入に戻りまして、科目ごとに構成比の高いものを簡単に御説明させてい

ただきます。 

 １の国民健康保険税は、構成比が１８.９％、決算額３億８，１３０万２，０００

円で、構成比で見まして、昨年度より０.５％の減となっています。 

 次に、３の国庫支出金ですが、療養給付の増加によりまして、療養給付費負担金

や普通調整交付金が増加し、決算額は３億３，８２５万７，０００円と前年度より

６，４００万円あまり増加しております。 

 次に、５の前期高齢者交付金ですが、先程の御説明のように、被保険者の減など

により減少しておりまして、決算額は４億４，３７１万８，０００円で、構成比は

２２.０％、構成比で見まして、昨年度より４％の減となっています。なお、被保険

者のうち前期高齢者は平成２８年度末で１，６２２人、前年度末より２９人の減と

なっております。 

 ７の共同事業交付金も先程の御説明のように、前年度比でプラス１億５４２万２，

０００円、３４．５％と大きく増加しております。 

 ９の繰入金は、前年度比２，４００万円あまり減の１億３，６３８万６，０００

円となっております。 

 続いて、歳出でございます。構成比として、一番多いのは、２の保険給付費にな

ります。１１億９，６９１万４，０００円で、構成比は６３.５％になります。前年

度比でプラス１億２，５８７万１，０００円と大きく伸びておりまして、構成比で

も２.７％の増となりました。 

 次の３の後期高齢者支援金等は、平成２８年度、２億６６０万４，０００円で、
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構成比で１０.９％、金額で前年度比８９０万５，０００円の減となっております。 

 ７の共同事業拠出金は、先程も御説明のとおりであります。全体的に見ますと、

被保険者が減少傾向にある中で、一般療養給付費や高額療養費が伸びており、また、

共同事業拠出関連が、歳入歳出とも増加していることは、現全体として高額療養費

等の給付の増加などの要因があるものと考えられます。 

 全国的に見ますと、薬価の引き下げや、高額薬の使用が減少したことによりまし

て、２０１６年度の医療費は減少しているとの報道もございますけれども、本町に

おいては、給付の増加の傾向に現在のところは変化はないようでございます。 

 被保険者の状況を再度御説明させていただきますと、３４５ページの下の経理関

係諸比率をご覧いただきまして、平均世帯数は２，２１５世帯、昨年度より３２世

帯減少しています。また、平均被保険者数は、３，７２５人で、昨年度より１４５

人減少しています。 

 また、平成２８年度末の世帯数と被保険者数は、３４７ページの下の参考に記載

しておりますように、加入世帯数は、２，１６５世帯で、昨年度より８２世帯の減、

また、被保険者数は、３，５７０人で、前年度より２５９人の減となります。  

 このように、一般の世帯数も被保険者数も減少している状況にございます。 

 なお、被保険者数で見た加入率でございますが、平成２８年度末は２０.７％でし

た。昨年度２２.４％ですので、マイナス１.７％となっております。 

 続いて、３４５ページにお戻りいただきまして、一番上の表、保険税の状況でご

ざいます。現年課税分は、調定額３億９，０３１万２，０００円に対し、収入額は

３億６，８４３万７，０００円で、収納率９４.４％になります。昨年も９４.４％

ですので、同率でございます。 

 次の滞納繰越分は、調定額１億２２７万７，０００円に対して、収入額は１，２

８６万５，０００円で、収納率は１２．６％になります。昨年は、１４.８％でした

ので、マイナス２.２％でございます。合計では、調定額４億９，２５８万９，００

０円、収入額が３億８，１３０万２，０００円で、収納率７７.４％、昨年度も同率

７７.４％でございました。 

 続いて、応能割分である１の所得割と２の資産割ですが、課税総額は資料記載の

とおりでございます。構成比を見ますと、所得割が４３.７％、資産割が１１．３％

となりますので、応能割分合計が５５％、昨年度５６％ですので、マイナス１％で

ございます。資産割は前年度より減額となっていることによると考えます。 

 次の被保険者均等割は２６．６％、世帯別の平等割は１８.４％ですので、応益割

分の合計は４５％ということになります。 

 続いて、中央の表、医療給付の状況ですが、療養給付、療養費、高額療養費、出

産育児諸費等について、件数、費用額を記載しております。療養の給付件数は６万

９，４３１件で、前年度より１，４２１件下がっておりますけれども、費用額は１

４億１，８６４万９，０００円と、前年度より１億２，３０４万９，０００円増と

大きく増加しました。療養費につきましては、件数費用額とも前年度より減となり、
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件数は１，２６４件で、１０２件の減少、費用額は１，３６３万９，０００円で、

５７万２，０００円の減です。 

 一方、高額療養費は増加しておりまして、件数は２，１０１件で、前年度より１

０７件の増、費用額も１億３，８９２万１，０００円で、３，６０７万７，０００

円の増となっています。 

 それでは、続きまして、説明資料で詳細を御説明します。６６ページ、６７ペー

ジをご覧いただきたいと思います。なお、経常的なものや、小枠のものについては

省略をさせていただきたいと存じます。 

 ６６ページ、６７ページをご覧ください。まず、国民健康保険税の一般被保険者

国民健康保険税でございます。一番上の一般の医療給付分の現年度分の収納率は９

４.４４％、前年度比でプラス０.１４％でございます。 

 次の一般の後期高齢者支援金分の現年度分は、前年度比で、プラス０.０６％、次

の介護納付金分の現年分は、前年度比プラス０.３８％となっています。 

 次の滞納繰越分ですが、一般の医療給付分については、マイナス２.２３％、次の

後期高齢者支援金分はマイナス２．７８％、介護納付金分は、マイナス１.６５％と

なります。なお、退職の現年度分、滞納繰越分については、御説明を省略させてい

ただきたいと思います。 

 続いて、督促手数料は省略させていただいて、国庫支出金の国庫負担金です。現

年度分の療養給付費負担金ですが、一般被保険者に係る療養の給付、療養費、高額

療養費等及び介護納付金の納付に要する費用に対し、国が１００分の３２を負担す

るものでございます。前年度比プラス３０.９％と大きく伸びております。 

 次の拠出金負担金ですが、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金等の納付に要

する費用に対して国が１００分の３２を負担するものでございまして、前年度比プ

ラス０.５３％でございます。 

 次に、高額医療費共同事業費負担金です。高額医療費共同事業拠出金、２，８８

０万４，０００円に対して、国の４分の１の負担でございます。 

 次に特定健康診査等負担金です。特定健康診査等事業補助基準額の４７８万９，

０００円に対して、国３分の１の負担分でございます。 

 一つ置きまして、国庫補助金、財政調整交付金、普通調整交付金です。国から財

政需要及び財政収入において調整対象需要額が調整対象収入額を超えるときに交付

されるものでございます。 

 次の特例調整交付金は、臓器提供のパンフレットや、ジェネリック医薬品のパン

フレット等、特別な事情により支出を行ったことにより、国から交付されるもので

ございます。 

 次のページをご覧ください。次の国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金は、

平成３０年度の国庫制度改革に向けたシステム改修経費に対して１０分の１０で補

助をされるものでございます。 

 次の療養給付費等交付金、退職者医療費交付金ですが、退職保険者の医療給付費
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について、退職被保険者等による保険税を除いた額が、支払基金から交付をされて

います。 

 前期高齢者交付金は、６５歳から７４歳までの前期高齢者の全国平均加入割合よ

りも加入割合が高い保険者に対して、支払基金のほうから交付をされるものでござ

います。前年度より５，５３０万円程減額となっています。 

 次に、県支出金、県負担金、高額医療費共同事業負担金です。県の４分の１負担

となります。 

 次の特定健康診査等負担金は、事業補助金４７８万９，０００円に対して、県が

３分の１の負担となっております。 

 次に県補助金、財政調整交付金、普通調整交付金です。一般被保険者に係る療養

の給付費等負担金の算定額の１００分の８相当分で、前年度比で、プラス１７．２％

となっております。 

 次の特別調整交付金ですが、県から収納率の向上や医療費の適正化、財政健全化

メニューに規定された特別な事業を実施した実績に基づいて交付をされるものでご

ざいます。 

 続いて、共同事業交付金、高額医療費共同事業交付金です。交付基準額８０万円

を超える医療費を対象に、県国保連から２分の１が交付されるものでございます。 

 次の保険財政共同安定化事業交付金ですが、これまで１件３０万円以上の医療費

が対象でしたが、平成２７年度から全ての医療費が交付対象となりまして、前年度

よりプラス８，０４７万円あまりと大幅に増加をしております。 

 続いて繰入金、他会計繰入金になります。一般会計繰入金のうち、保険基盤安定

繰入金保険税軽減分は、国民健康保険税の被保険者の保険税負担を軽減するために、

軽減対象となった被保険者の数に応じて、国、県から補てんされた部分を一般会計

から特別会計に繰り入れております。前年度比でプラス１３．８％、金額では５０

６万円あまりの増となっております。 

 次の保険基盤安定繰入金保険者支援分は、国民健康保険税の被保険者の保険税負

担を軽減するために、低所得者を多く抱える市町村に対して、支援されました分を

一般会計から特別会計に繰り入れているもので、こちらも前年度比で２９６万円あ

まりの増となっております。 

 一つおきまして、出産育児一時金等繰入金です。出産育児一時金の３分の２にあ

たる額を一般会計から繰り入れております。 

 次に、財政安定化支援事業繰入金です。所得が少ない被保険者が多いなどの理由

によりまして、国保財政に影響のある市町村について、財政の安定化と保険税負担

の平準化のために、一般会計から特別会計に繰り入れたものでございます。  

 次のその他一般会計繰入金ですが、医療費の増大に対応するために、一般会計か

ら特別会計に繰り入れているもので、いわゆる法定外の繰入金となっております。 

 昨年度比でマイナス４１．８％、金額では２，６１５万円あまりの減となってお

ります。 
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 続いて、７２、７３ページをご覧ください。歳出に移ります。 

 まず、総務費の一般管理費ですが、国保運営に必要な書籍等の購入、電算共同処

理経費、レセプト点検員の賃金等を支出しております。 

 次に、連合会負担金です。神奈川県国民健康保険団体連合会に対する負担金を拠

出しております。 

 次の賦課徴収費は、６月に賦課決定をしている納税通知書の印刷や送付及び収納

処理に係る経費でございます。 

 一つ置いて、保健給付費の療養諸費、一般被保険者療養給付費です。一般被保険

者に対しての療養の給付を行う経費でございます。被保険者の受診件数は６万６，

６５８件で、前年度は６万６，５９６件でしたので、ほぼ同じでございますが、金

額で見ますと、プラス１億１，８８５万円あまりと大きく増加をしています。 

 その下の退職分でございますが、退職被保険者に対して給付を行う分で、２，７

７３件です。こちらは昨年の４，２５６件から大きく減少しております。  

 続いて、一般被保険者療養費支払事業費です。一般被保険者に対して、医療費の

償還払いや柔道整復師の療養費用額の療養費の給付を行っております。件数は１，

２０７件で、前年度より６９件の減、金額も４１万円程減少しております。その下

の退職区分は５０件でございます。 

 一つ置いて、一般被保険者高額療養費支払事業費です。これは一般被保険者の医

療費の自己負担分について、月単位で一定の限度額を超えた場合にその超えた分に

ついて現金給付をするものでございます。件数は１，９９８件、前年と比べて１４

３件の増ですが、金額では約４，０００万円の増と大きく増加をしております。  

 次の退職分は１０３件の支払いを行っております。 

 二つとびまして、出産育児一時金支給事業費です。出産をした１６人に対して、

一時金、一人あたり４２万円を限度に支払いをしております。昨年は１４人でござ

いました。 

 二つ置きまして、葬祭費支給事業費です。被保険者が亡くなられた際に葬儀を行

った方に対して、１件７万円、２６名分を支給しております。昨年は１６名でござ

いますので、１０名の増加ということです。 

 次の、後期高齢者支援金等ですが、後期高齢者医療広域連合が運営する後期高齢

者医療制度の保険給付費等にあてるために、加入者数に応じまして、保険者が拠出

金を負担するものでございます。前年度と比べて４．１％の減となっております。 

 次の前期高齢者納付金は、６５歳から７４歳までの前期高齢者が、国民健康保険

には多く加入しているところから負担の不均衡を調整するために、各医療保険者が

加入者数に応じて負担を行うものでございます。 

 その下は省略させていただいて、次のページをご覧ください。介護納付金納付事

業費でございます。介護保険制度を円滑に運営するため、国民健康保険の保険者と

して納付金を拠出しているもので、昨年度比５．５％の減です。その下、高額医療

費拠出金支給事業費です。高額医療費の支払いによる保険者の財政負担の緩和を図



－７－ 

るために、保険者間の相互共済を目的として、国民健康保険団体連合会へ拠出金を

支払うものでございます。こちらは前年度より６１．５％の増と大きく増加してお

ります。 

 一つとんで、保険財政共同安定化事業拠出金支給事業費でございます。県内の市

町村国保間の保険税の平準化と財政の安定化を図るために、国民健康保険団体連合

会拠出金の支払いを行っているもので、前年度比１７６万円あまりの減となってお

ります。 

 次に、保健事業費でございます。特定健康診査等事業費です。４０歳から７５歳

未満の被保険者に対して、特定健康診査、特定保健指導を行う経費でございます。

平成２８年度特定健康診査の受診状況は、人間ドックも含めまして、１，０６１人、

受診率は３９．２％でございました。なお、人間ドックを除きますと、７月２６日

現在でございますが、９９８人で、３９．４％となっております。 

 次に、保健普及費でございます。医療費適正化事業として、医療費の費用額等に

ついて、年に４回通知をしております。また、人間ドックの助成も行っております。 

 また、ジェネリック医薬品の活用に関するパンフレット等を購入し、周知をして

おります。ジェネリック医薬品の推奨通知も年に１回行っているところでございま

す。 

 次の諸支出金につきましては、還付金、国への返還金等資料記載のとおりでござ

います。 

 最後にもう一度決算書に戻っていただきまして、２０４ページをお開きいただき

たいと思います。実質収支に関する調書です。２０４ページでございます。 

 実質収支に関する調書。１、歳入総額、２０億１，９２０万１，０００円。  

 ２、歳出総額、１８億８，３１０万６，０００円。 

 ３、歳入歳出差引額、１億３，６０９万５，０００円。 

 ４、翌年度へ繰り越すべき財源は０です。 

 ５、実質収支額は１億３，６０９万５，０００円となります。 

 御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（茅沼隆文） 

 これで認定第２号 決算認定について（国民健康保険特別会計）の細部説明を終

了いたします。 

  

 


